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計画の概要 施策体系のイメージ 

１ 計画の背景 

２ 計画の概要 

３ 施策に沿った事業展開 

４ 推進体制 

【計画の位置づけ】 

「世田谷区多様性を認め合い男女共同参

画と多文化共生を推進する条例」第9条に

基づく行動計画。「世田谷区基本構想」、「世

田谷区基本計画」等他の行政計画と補完・

連携し合うものとして位置付ける。 

【計画の期間】 

平成３１(２０１９)年度 

～平成３５(２０２３)年度 

世田谷区基本計画の終期に合わせる。 

 

第８条 男女共同参画・多文化共生施策は

次に掲げるものを基本とする。 

(１)～(５)は省略 

 

(６)外国人、日本国籍を有する外国出身者

等（以下「外国人等」という。）への情報

の多言語化等によるコミュニケーション

支援 

 

(７)外国人等が安心して安全に暮らせるた

めの生活支援 

 

(８)外国人等との交流の促進等による多文

化共生の地域づくりの推進 

 

(９)外国人等の社会参画及び社会における

活躍を推進するための支援 

 

(10)国籍、民族等の異なる人々の文化的違

いによる偏見又は不当な差別の解消 

 
 

 
 

 

３ 多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消 
   
誰もが参加しやすい、多様な文化についての理解を深める機会をつくる

とともに、人権に関する意識の醸成等を通じ、外国人等への偏見や差別の

解消をめざします。 

推進体制 
多文化共生施策を推進していくためには、計画に基づく施策の実施状況を調査、検証し、達成状況を確認し、次年度へ繋げていく必要が

あります。毎年、施策の実施状況を世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会に報告するとともに、区民及び事業者等に対し施策への

理解と協力を求めていきます。また、以下の会議体（国際化推進委員会を除く）においては、積極的に外国人の参画を促していきます。 
【国 際 化 推 進 組 織】 ○世田谷区 ・世田谷区国際化推進委員会 ・国際化推進協議会（※一部、外部委員含む） 
             ○新たな国際化推進組織（公益財団法人せたがや文化財団） 
【条例に基づく区長の附属機関】 ○男女共同参画・多文化共生審議会 ・男女共同参画推進部会 ・多文化共生推進部会  

○男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会 
【区民・関係団体・関係機関】 ○区民 ○事業者 ○大学 ○市民活動団体 ○大使館 等 

施 策  基本理念 

① 多文化共生の地域交流促進（せたがや国際メッセの実施、

国際交流ラウンジの実施） 
★②地域活動への参加促進（町会・自治会など地域活動団体

に対する理解促進、「おたがいさま bank」への登録促進） 
③ 外国人の区政参画推進（各会議体等における外国人の参

画促進、外国人との意見交換会の実施） 

① 外国人への日本語支援（外国人向け日本語クラスの実施、

せたがや日本語サポーター講座の実施） 
② 行政情報の多言語化等の推進（各種行政冊子、チラシ等の

多言語化、職員向け「やさしい日本語」研修の実施） 
★③生活基盤の充実（外国人相談窓口の運営、留学生の活動

支援事業の実施） 
④ 災害等に対する備えの充実（外国人向け防災教室の実施、

「災害時区民行動マニュアル」（マップ版）多言語版の配布） 
⑤ ＩＣＴを活用した環境整備（公衆無線 LAN環境の整備拡
充、まち歩きアプリ「世田谷ぷらっと」による情報発信） 

★①多様な文化を受け入れる意識の醸成（人権研修、人権啓発・

交流イベントの実施、せたがや多文化ボランティア講座の実施） 
② 学校教育における多文化共生に関わる国際理解教育の推

進（人権教育・国際理解教育の推進、多文化体験コーナーの運営） 
③ 多文化共生・国際交流活動団体の支援（国際平和交流基金

助成による団体支援、せたがや国際活動団体ガイドブックの配布） 
④ 不当な差別的取扱いへの対応（多文化共生施策に対する苦情

相談・申立て等への対応） 

基 本 方 針 

１ 地域社会における活躍の推進 
   
 外国人等が、地域社会の一員として様々な活動に参加し貢献できるよう

に、外国人自らが地域課題を捉え、参画する機会をつくります。 

２ 誰もが安心して暮らせるまちの実現 
  
言語や文化の違いによる生活上の不便や不安を解消できるように、多言

語（やさしい日本語を含む）での情報提供や日本語学習の支援をはじめと

した、生活全般にわたっての支援を行います。 

（  ）内は取組み例 条例第 8条（8）及び（9） 

条例第 8条（6）及び（7） 
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条例第 8条（8）及び（10） 

基本的施策（条例第８条） 
多文化共生の具体的施策は第６～１０号 

★・・・重点 

資料１ 


